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はじめに 

 

１． 認知症介護実践者等養成事業と認知症介護指導者 

認知症介護実践者等養成事業とは、厚生労働省老健局長通知「認知症介護実践者等養成

事業の実施について」（平成 18 年３月 31 日老発 0331010 号）」及び厚生労働省老健局計

画課長通知「認知症介護実践者等養成事業の円滑な運営について」（平成 18 年３月 31 日

老計発第 0331007 号）に基づいて実施される、認知症介護に関する本邦の人材育成制度で

ある。当該事業は、介護保険事業の開始に際し、平成 13年度より都道府県・指定都市単位

で実施されている。平成 28年には、初任者を対象にした、「認知症介護基礎研修（以下、

基礎研修）」が位置付けられた他、認知症介護の知識・技術を総合的に学習する「認知症

介護実践者研修」、実践者研修をふまえて認知症介護の OJT スキルやチームマネジメント

力を高める、「認知症介護実践リーダー研修」、認知症介護研究・研修センター（仙台・

東京・大府）で実施され、それらの研修の講師役を養成する「認知症介護指導者養成研修

（以下、指導者研修）」などで構成されている。 

指導者研修を修了した者は「認知症介護指導者（以下、指導者）」と呼ばれる。現在 2200

名以上が修了し、地域の実践研修の講師等を担っている。指導者は、都道府県・指定都市

あるいは事業所から推薦を受け指導者研修を受講・修了した認知症介護のエキスパートで

あり、実践研修の講師役を担うだけでなく、高いモチベーションをもって活動にあたって

いる。具体的には、各都道府県・指定都市の地域住民に対し認知症に関する啓発を行って

いる他、各地の専門職のネットワーキングや人材育成を行っている他、行政の認知症施策

に関する委員や研究活動等、能力や職務に応じて幅広く活躍している（１本邦の認知症施策

の国家戦略である「認知症施策推進総合戦略（新オレンジプラン）」においても、育成の

目標値が定められ、平成 29 年 7 月には目標となる養成数が 2200 人から、2800 人へと引き

上げられた。指導者は、地域の認知症介護の質を担保するための要として、幅広く活躍し

ている。 

 

２． 指導者の活動状況と地域における活動の可能性 

指導者の活動は、県単位の活動に限らず、より身近な市区町村単位でも展開されている。

例えば、認知症サポーターの養成にキャラバンメイトとして関与しているケースは多数に

のぼる他、市区町村単位での認知症施策の推進役であり、同じく新オレンジプランに位置

付けられている「認知症地域支援推進員」と連携し、行方不明になる認知症の人の見守り

体制を構築する際のメンバーとなったり、市区町村の介護事業者において事例検討会を実

施したり、地域ケア会議へ参加し、認知症ケアのアドバイスをするといった活動がみられ

ている。しかし、指導者は、市区町村の行政担当者に周知され、十分な連携が図られてい

るかというと、必ずしも十分であるとは言えない。その原因の一つは、指導者が都道府県

の財源で養成され、実践者研修等の講師等、県単位での活動を中心にしていることが挙げ
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られる。都道府県によっては、都道府県行政と連携し、市区町村の認知症施策担当部局に

指導者の名簿提供をする等の活動を行っているが、市区町村単位での指導者の活動は明確

には位置づけられていない上に、必ずしも、市区町村ごとに指導者が配置されているとは

限らないため、十分功を奏しているとは言い難い。反面、市区町村行政に十分周知され、

連携が図られれば、認知症施策の質の担保や推進に大きな力となることが期待できる。 

指導者の市区町村単位での活動の事例を集積し、都道府県・指定都市、および市区町村

行政に周知することが求められている。 

 

３． 研究の構造 

本研究では、以上をふまえ、東京都八王子市及び、群馬県における指導者の活動及び指

導者の認知症初期集中支援チーム(以下、初期集中支援チーム)との連携状況について、参

与観察やヒアリング、アンケート調査等の手法を用いて調査を行った。 

 

４． 倫理的配慮 

調査対象者に対し、調査の目的、方法を説明し理解を得た上で、①調査協力の任意性、

②調査協力途中取り消しの自由、③結果の公表の方法、④記録の方法、⑤データ保管の方

法、⑥調査結果の目的外使用の禁止、等について書面をもって説明し、同意を得た。倫理

的配慮に関しては、認知症介護研究・研修東京センターにおける倫理委員会の承認を得て

実施した。 
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